
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
装置本 端部側を中心にして上下方向に回動可能なトラバースベースを配設し、この
トラバースベースに、光ディスクに信号を記録し、もしくは記録された信号を再生する光
ピックアップと、光ピックアップ駆動手段を介して前記光ピックアップを光ディスクの内
周位置から外周位置にかけて正逆駆動させる送りモータと

を設け、前記装置本 、前記光ディスクを 装置本体の外部から前記
トラバースベース上に移送させるディスクトレイを有するローディング手段を備え、この
ローディング手段を駆動するローディング駆動手段を、前記送りモータの回転駆動力を伝
達すべく トラバースベースに配置された駆動ギヤを有するローディング駆動ギヤ列と
、このローディング駆動ギヤ列に噛合可能として前記ローディング手段に形成されたラッ
クとにより構成し

たことを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
光ピックアップは、光ピックアップ駆動手段を介して、光ディスク上の信号が記録されて
いる信号位置範囲よりもさらに内周側の延長部切り換え位置まで移動可能であり、前記光
ピックアップが前記延長部切り換え位置にあるとき、ローディング駆動ギヤ列にラックを
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体に後

、前記光ディスクが載置される
ターンテーブル 体に 前記

前記

、また、前記トラバースベースを回動させて前記ターンテーブルを前記
光ディスクに対して昇降させる昇降手段と、前記ローディング手段による前記光ディスク
の移送動作に応じて前記昇降手段に前記送りモータの駆動力を伝達する動力伝達手段とを
設け、前記昇降手段の昇降によって前記ターンテーブル上に前記光ディスクを着脱可能に
構成し



噛合させて、送りモータの回転駆動力をローディング手段に切り換え伝達する動力伝達切
り換え手段を設けたことを特徴とする請求項１記載の光ディスク装置。
【請求項３】
送りモータの回転駆動力により光ピックアップが信号位置範囲の内周端部切り換え位置に
移動してきたことを検出する内周検出スイッチと、この内周検出スイッチの検出状態で送
りモータを更に回転駆動して光ピックアップをさらに内周方向に移動することにより、ロ
ーディング駆動ギヤ列にラックを噛合させて、この送りモータの回転駆動力をローディン
グ手段に切り換え伝達する動力伝達切り換え手段とを設け、前記内周検出スイッチの検出
状態に応じて前記動力伝達切り換え手段を切り換え動作させることにより、前記送りモー
タの回転駆動力を、ローディング駆動手段の正逆駆動と、光ピックアップ駆動手段の正逆
駆動とに選択的に切り換えるように構成したことを特徴とする請求項２記載の光ディスク
装置。
【請求項４】

ことを特徴とする 記載の光ディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンパクトディスク等の、光ディスクに信号を記録し、もしくは記録された信
号を再生するための光ディスク装置に関するものであって、特に、光ピックアップの駆動
機構、及び、光ディスクのローディング機構に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の光ディスク装置は、通常、ユーザーの操作により、装置の前面パネルの開口部から
出てくるディスクトレイ上に光ディスクを装着後、このディスクトレイごと光ディスクを
装置の内部の所定の位置に引き込む。そして、装置内部の所定の位置に達した光ディスク
を、ターンテーブルとクランパーにより挟み込んだ状態で所定の回転数で回転させ、この
光ディスク上の所定の範囲に記録された信号のトラック位置に応じて光ピックアップを移
動させることで、信号を再生する。
【０００３】
そして、従来の光ディスク装置では、これらの動作、つまり、ディスクローディング動作
、ディスク回転動作、光ピックアップ送り動作の３つの動作を、それぞれ別のモータを駆
動元として駆動させている。つまり、従来の光ディスク装置では、通常、合計３個のモー
タを使用するよう構成されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の光ディスク装置において、その使われているモータは値段の高い部
品の一つであり、合計３個のモータを使用していると、装置自体の値段を下げられないと
いう問題点を有していた。
【０００５】
本発明は、上記従来の問題点を解決するもので、装置内で使用するモータの数を減らすこ
とにより、より安価な光ディスク装置を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
この課題を解決するために本発明の光ディスク装置は、装置本 端部側を中心にして
上下方向に回動可能に配設したトラバースベースに、光ピックアップと、この光ピックア
ップを光ディスクの内周位置から外周位置にかけて正逆駆動させる送りモータと

を設け、装置本 、前記光ディスクを 装置本
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ローディング駆動手段は、送りモータの回転駆動力を伝達するローディング駆動ギヤ列と
、ローディング手段の一部に設けられ前記ローディング駆動ギヤ列と噛み合うラックを有
し、前記ラックのラック歯は、トラバースベースの回動角度とほぼ同じ角度の歯筋角度を
有する 請求項１

体に後

、前記光
ディスクが載置されるターンテーブル 体に 前記



体の外部から前記トラバースベース上に移送させるディスクトレイを有するローディング
手段を備え、このローディング手段を駆動するローディング駆動手段を、前記送りモータ
の回転駆動力を伝達すべく トラバースベースに配置された駆動ギヤを有するローディ
ング駆動ギヤ列と、このローディング駆動ギヤ列に噛合可能として前記ローディング手段
に形成されたラックとにより構成し

ている。
【０００７】
この構成によって、送りモータにより、光ピックアップを信号の再生のための移動と、装
置外への光ディスクの排出とを行うことができ、装置内で使用するモータの数を減らして
、より安価な光ディスク装置を提供することができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明の請求項１に記載の発明は、装置本 端部側を中心にして上下方向に回動可能
なトラバースベースを配設し、このトラバースベースに、光ディスクに信号を記録し、も
しくは記録された信号を再生する光ピックアップと、光ピックアップ駆動手段を介して前
記光ピックアップを光ディスクの内周位置から外周位置にかけて正逆駆動させる送りモー
タと を設け、前記装置本 、前記光ディ
スクを 装置本体の外部から前記トラバースベース上に移送させるディスクトレイを有
するローディング手段を備え、このローディング手段を駆動するローディング駆動手段を
、前記送りモータの回転駆動力を伝達すべく トラバースベースに配置された駆動ギヤ
を有するローディング駆動ギヤ列と、このローディング駆動ギヤ列に噛合可能として前記
ローディング手段に形成されたラックとにより構成し

たことを特徴とする光ディスク装置としたもの
であり、信号の再生状態にある光ピックアップを、送りモータにより光ディスク上の信号
の内周端部切り換え位置に移動させたのち、さらに回転方向をかえることなく同モータを
まわしつづけることにより、装置外への光ディスクの排出を行え、従来の光ディスク装置
において必要とされていた光ディスクローディング用のモータを廃止し得

るという作用を有する。
【０００９】
請求項２に記載の発明は、請求項１記載の光ディスク装置であって、光ピックアップは、
光ピックアップ駆動手段を介して、光ディスク上の信号が記録されている信号位置範囲よ
りもさらに内周側の延長部切り換え位置まで移動可能であり、前記光ピックアップが前記
延長部切り換え位置にあるとき、ローディング駆動ギヤ列にラックを噛合させて、送りモ
ータの回転駆動力をローディン 段に切り換え伝達する動力伝達切り換え手段を設けた
ことを特徴としたものであり、送りモータにより、光ピックアップを光ディスク上の信号
の内周端切り換え位置に移動させたのち、さらに送りモータを同方向にまわしつづけるこ
とにより、自動的にローディング駆動手段による装置外への光ディスクの排出を行えると
いう作用を有する。
【００１０】
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前記

、前記トラバースベースを回動させて前記ターンテー
ブルを前記光ディスクに対して昇降させる昇降手段と、前記ローディング手段による前記
光ディスクの移送動作に応じて前記昇降手段に前記送りモータの駆動力を伝達する動力伝
達手段とを設け、前記昇降手段の昇降によって前記ターンテーブル上に前記光ディスクを
着脱可能に構成し

体に後

、前記光ディスクが載置されるターンテーブル 体に
前記

前記

、また、前記トラバースベースを回
動させて前記ターンテーブルを前記光ディスクに対して昇降させる昇降手段と、前記ロー
ディング手段による前記光ディスクの移送動作に応じて前記昇降手段に前記送りモータの
駆動力を伝達する動力伝達手段とを設け、前記昇降手段の昇降によって前記ターンテーブ
ル上に前記光ディスクを着脱可能に構成し

、しかも昇降手
段によりトラバースベースを上昇させた状態では、ターンテーブルなどにより光ディスク
をほぼ水平な状態でクランプし得、また送りモータの駆動力により動力伝達手段を介して
昇降手段を作動させ、トラバースベースを下降させた状態では、ターンテーブルが傾きな
がら下方に移動させて光ディスクのクランプの解除が行え、装置外部から光ディスクを装
着するとき、装置内部から光ディスクを排出するときに、光ディスクをターンテーブルの
上部を通過し得

グ手



請求項３に記載の発明は、請求項２記載の光ディスク装置であって、送りモータの回転駆
動力により光ピックアップ 号位置範囲の内周端部切り換え位置に移動してきたことを
検出する内周検出スイッチと、この内周検出スイッチの検出状態で送りモータを更 転
駆動 することにより、ローディング駆動ギヤ
列にラックを噛合させて、この送りモータの 駆動力をローディン 段に切り換え

る動力伝達切り換え手段とを設け、前記内周検出スイッ に応じて前記
前記送りモータの回転駆動

光ピックアップ駆動手段の正逆駆動とに選択的に切
り換えるように構成したことを特徴としたものであり、内周検出スイッチがオフのときに
は、光ピックアップが内周端部切り換え位置に有ること／内周端部切り換え位置に移動し
てきたことを検出し、内周検出スイッチをオンとしたときには、光ピックアップが内周検
出スイッチを動作させてからもさらに光ピックアップを内周側に移動させ得るという作用
を有する。
【００１２】

に記載の発明は、 記載の光ディスク装置であって、ローディング駆動手
段は、送りモータの回転駆動力を伝達する駆動ギヤと、ローディング手段の一部に設けら
れ前記駆動ギヤと噛み合うラックを有し、前記ラックのラック歯は、トラバースベースの
回動角度とほぼ同じ角度の歯筋角度を有することを特徴としたものであり、ターンテーブ
ル、つまりトラバースベースが回動し前方を下に傾いたとき、駆動ギヤも水平状態から傾
いた状態になるが、このときラックのラック歯がほぼ同じ角度の歯筋角度を有するよう傾
斜した歯に構成してあることから、これら駆動ギヤとラックとの噛合は常に正しく行える
という作用を有する。
【００１３】
（実施の形態１）
以下に、本発明の光ディスク装置の実施の形態１について、図に基づいて詳細に説明する
。なお、図１～図６は本発明の実施の形態１における光ディスク装置の構成、及びその動
作を図番号順に示した平面図、図７、図８は光ディスク装置の側面図、図９、図１０は光
ディスク装置のカムラック体部分の背面図、図１１は光ディスク装置のトレイラック部分
の側面図、図１２は光ディスク装置のタイミング図である。
【００１４】
図１～図１１において、装置本体（メカベース）１側には、四隅相当部に位置される４個
のフローティングゴム２を介して矩形板状のトラバースベース３が配設されている。その
際にトラバースベース３は、その後端部に配設された２個（複数個）のフローティングゴ
ム２の部分を回動軸として、装置本体１側に回動可能に取り付けられており、また前端部
は、装置本体１に対して上下動可能に取り付けられた上下スライダー６に、残り２個（複
数個）のフローティングゴム２を介して取り付けられている。つまりトラバースベース２
は、上下スライダー６の上下動により、概略その後端部を中心にして回動するよう構成さ
れている。なお、上下スライダー６の上下動構成は後述する。
【００１５】
前記トラバースベース３には、光ディスク７０に信号を記録し、もしくは記録された信号
を再生するための光ピックアップ７と、載置された光ディスク７０の回転中心をクランパ
ー１４とともに挟み込んで光ディスク７０を回転させるためのターンテーブル８と、この
ターンテーブル８を回転させるためのスピンドルモータ９と、光ピックアップ駆動手段２
０を介して、光ピックアップ７を光ディスク７０の概略内周位置から外周位置にかけて正
逆駆動させるための駆動元となる送りモータ１１などが設けられている。
【００１６】
すなわち前記光ピックアップ７は、前記トラバースベース３に形成された貫通部４に嵌め
込み状に位置されており、そして貫通部４の左右側縁に設けられたガイド体５に支持案内
されて、光ディスク７０の概略内周位置から外周位置にかけて正逆駆動可能に構成されて
いる。前記ターンテーブル８は、前記貫通部４の前方に配置されている。そしてスピンド
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が信
に回

して光ピックアップをさらに内周方向に移動
回転 グ手 伝

達す チの検出状態 動
力伝達切り換え手段を切り換え動作させることにより、 力を、
ローディング駆動手段の正逆駆動と、

請求項４ 請求項１



ルモータ９は、ターンテーブル８と同軸の回転軸１０を有し、また前記送りモータ１１は
、モータギヤ１３と同軸の回転軸１２を有する。
【００１７】
前記光ピックアップ駆動手段２０は、トラバースベース３に配置された光ピックアップ駆
動ギヤ列や、光ピックアップ７側に取り付けられた光ピックアップ送りラック体２３など
によって構成されている。すなわち、光ピックアップ駆動ギヤ列は、前記モータギヤ１３
に減速噛合される第１駆動ギヤ２１と、この第１駆動ギヤ２１に減速噛合される第２駆動
ギヤ２２とからなり、この第２駆動ギヤ２２の減速ギヤ部が、前記光ピックアップ送りラ
ック体２３に形成された前後方向の受動ラック２４に噛合可能とされている。
【００１８】
以上の２１～２４により、送りモータ１１の駆動力を光ピックアップ７に伝達するための
光ピックアップ駆動手段２０の一例が構成される。
前記装置本体１側には、前記光ディスク７０を装置本体１の外部から前記トラバースベー
ス３上に移送させるローディング手段と、前記送りモータ１１の駆動により前記ローディ
ング手段を駆動するローディング駆動手段３０とが設けられる。すなわち、ローディング
手段はディスクトレイ２５などにより一例が構成され、その裏面側には、トレイラック２
６とカム溝２７が形成されている。
【００１９】
前記ローディング駆動手段３０は、トラバースベース３に配置されたローディング駆動ギ
ヤ列や、ディスクトレイ２５側に形成された前後方向のトレイラック２６などによって構
成されている。すなわち、ローディング駆動ギヤ列は、前記モータギヤ１３に減速噛合さ
れる第３駆動ギヤ３１と、この第３駆動ギヤ３１に減速噛合される第４駆動ギヤ３２と、
この第４駆動ギヤ３２に減速噛合される第５駆動ギヤ３３とからなり、この第５駆動ギヤ
３３のギヤ部に、前記トレイラック２６が噛合可能とされている。
【００２０】
以上の２６、３１～３３により、前記送りモータ１１の駆動力を前記ディスクトレイ（ロ
ーディング手段）２５に伝達するためのローディング駆動手段３０の一例が構成される。
【００２１】
前記光ピックアップ７は、光ディスク７０上の信号が記録されている信号位置範囲Ｘより
もさらに内周側の延長部切り換え位置Ｙまで移動可能であり、そして光ピックアップ７が
前記延長部切り換え位置Ｙにあるとき、送りモータ１１の回転駆動力をローディング駆動
手段３０に切り換え伝達するように構成されている。
【００２２】
すなわち、光ピックアップ７が延長部切り換え位置Ｙまで移動し得るように、前記貫通部
４やガイド体５が形成されており、さらにモータギヤ１３に対する受動ラック２４の噛合
長さが設定されている。そしてトラバースベース３側には、送りモータ１１の回転駆動力
により光ピックアップ７が、信号位置範囲Ｘの内周端部切り換え位置Ｚに移動してきたこ
とを検出する内周検出スイッチ３５が設けられ、さらに、この内周検出スイッチ３５の検
出状態で送りモータ１１を更に内周方向へ回転駆動するように構成されている。
【００２３】
また装置本体１、トラバースベース３、ディスクトレイ２５に亘っては、前記送りモータ
１１の駆動力をローディング駆動手段３０に切り換える動力伝達切り換え手段４０が設け
られている。さらに、前記内周検出スイッチ３５からの検出信号に応じて前記送りモータ
１１の回転方向を切り換えることにより、前記送りモータ１１の回転駆動力の伝達を、デ
ィスクトレイ（ローディング手段）２５の駆動と光ピックアップ７の駆動とに選択的に切
り換えるように構成されている。
【００２４】
すなわち、前記トラバースベース３の前部には、縦軸４１を介して切り換えレバー４２が
回転可能に設けられ、この切り換えレバー４２の基部には、部分ギヤ４３と弾性係止体４
４とが設けられている。そしてトラバースベース３にはストッパー体４５が設けられ、前
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記切り換えレバー４２がローディング駆動手段３０側に回転（反時計方向に回転）されて
、弾性係止体４４がストッパー体４５に係止されることで、この切り換えレバー４２の回
転限の位置規制と位置維持とを行うように構成されている。また、切り換えレバー４２が
回転限のとき部分ギヤ４３に対して、前記光ピックアップ送りラック体２３の前端部に形
成された前後方向の切り換えラック４６が噛合可能とされている。
【００２５】
前記トラバースベース３の前方には、装置本体１側のガイド部１５に支持案内されて左右
方向にスライド可能なカムラック体４７が設けられ、このカムラック体４７の左端には、
装置本体１側に設けられたストッパー体１６に係止可能な弾性係止体４８が形成されてい
る。そしてカムラック体４７には、時計方向に回転される切り換えレバー４２が当接可能
なカム体４９が設けられている。
【００２６】
前記装置本体１の前部には、支軸５０を介してストツプレバー５１が回転可能に配設され
、その際に支軸５０は、カムラック体４７に形成された左右方向の長孔５２に位置されて
いる。前記ストツプレバー５１はＬ字形状であって、そのコーナ部に支軸５０が位置され
、そして先端部に対しては、時計方向に回転される前記切り換えレバー４２が当接可能と
され、また基端部にはストッパーピン５３が設けられている。
【００２７】
前記カムラック体４７の左端部分でかつ弾性係止体４８の近くには、前記ストッパーピン
５３を係止可能な係止凹部５４が形成されている。そしてカムラック体４７の前面側には
、係止凹部５４から右側へ連なる傾斜カム面５５と、左右方向の規制面５６とが形成され
ている。なお、前記支軸５０の部分には、ストッパーピン５３がカムラック体４７側に当
接されるようにストツプレバー５１を回転付勢するばね５７が設けられている。前記カム
ラック体４７の右端部分には、ローディング駆動手段３０の第５駆動ギヤ３３に噛合可能
な短尺ラック体５８が左右方向に構成されている。
【００２８】
以上の４１～５８により、前記送りモータ１１の駆動力をローディング駆動手段３０に切
り換える動力伝達切り換え手段４０の一例が構成される。
前記カムラック体４７の部分には、前記ディスクトレイ２５に形成されたカム溝２７と係
合する突起軸５９が設けられている。ここでカム溝２７は、前記ディスクトレイ２５の前
部に位置される左右溝部２７ａと、この左右溝部２７ａの内端から後方へ傾斜される傾斜
溝部２７ｂと、この傾斜溝部２７ｂの端から後方へ延びる前後溝部２７ｃとにより形成さ
れている。
【００２９】
前記トラバースベース３を回動させてターンテーブル８を光ディスク７０に対して昇降さ
せる昇降手段６０と、前記ディスクトレイ２５による光ディスク７０の移送動作に応じて
前記昇降手段６０に前記送りモータ１１の駆動力を伝達する動力伝達手段６６とが設けら
れ、光ディスク７０の移送動作に応じてターンテーブル８を昇降させて、このターンテー
ブル８上に光ディスク７０を着脱可能に構成されている。
【００３０】
すなわち、前述したようにトラバースベース３は、その前端部に配設された２個のフロー
ティングゴム２を介して上下スライダー６に取り付けられ、そして上下スライダー６の上
下動により回動するよう構成されており、その際に上下スライダー６の上下動は、この上
下スライダー６の左右両側に設けられた被ガイド部６１が装置本体１側に設けられた上下
方向のガイド部６２に嵌合案内されることで行われる。
【００３１】
そして上下スライダー６の前面側には左右一対のカムピン６３が設けられ、このカムピン
６３が係合される左右一対のカム溝６４が、前記カムラック体４７の後面側に形成されて
いる。その際にカム溝６４は、カムラック体４７の左右方向の移動動作に応じて、カムピ
ン６３を介して上下スライダー６を上下方向に移動させるように形成されている。

10

20

30

40

50

(6) JP 3556094 B2 2004.8.18



【００３２】
以上の６１～６４により、トラバースベース３を回動させてターンテーブル８を光ディス
ク７０に対して昇降させる昇降手段６０の一例が構成される。
また、前記短尺ラック体５８のラック歯は、上下方向に充分な長さに設定されており、こ
れにより、カムラック体４７の左右方向の移動によってトラバースベース３が上下に回動
されたとしても、第５駆動ギヤ３３の短尺ラック体５８に対する噛合が維持されるように
構成されている。
【００３３】
以上の５８、３３により、ディスクトレイ２５による光ディスク７０の移送動作に応じて
前記昇降手段６０に前記送りモータ１１の駆動力を伝達する動力伝達手段６６の一例が構
成される。
【００３４】
前述したようにトラバースベース３を回動させたときでも、ローディング駆動手段３０に
おける第５駆動ギヤ３３からトレイラック２６への、送りモータ１１の回転駆動力の伝達
が円滑に行えるように、このトレイラック２６のラック歯は、概略トラバースベース３の
回動角度とほぼ同じ角度の歯筋角度を有するように形成されている。
【００３５】
以上のように構成された光ディスク装置の実施の形態１について、以下その動作を図１２
のタイミング図も参照しながら説明する。
まず、図１、図７、図９は光ディスク７０から信号を再生しているときの光ディスク装置
を示したものである。
【００３６】
このとき、動力伝達切り換え手段４０においては、前記切り換えレバー４２が反時計方向
に回転されて、弾性係止体４４がストッパー体４５に係止されており、そしてカムラック
体４７が右側へ限度まで移動されて、その短尺ラック体５８を第５駆動ギヤ３３に対して
右側へ外すとともに、ストッパーピン を係止凹部５４に係止させて、カムラック体４
７の位置決めを行っている。また昇降手段６０においては、カムラック体４７が右側へ移
動されることによって、上下スライダー６を上方へ させている。
【００３７】
このような状態での光ディスク７０からの信号の再生は、ターンテーブル８によってその
上に挟み込まれた光ディスク７０を、スピンドルモータ９によりターンテーブル８ととも
に所定の回転数で回転させながら、光ピックアップ７を、再生しようとしている目的の信
号トラックの概略下位置に移動させ、この光ピックアップ７に設けられたレンズ、レーザ
ー等の光学素子により、光ディスク７０上の信号を読取ることにより行う。
【００３８】
ここで、再生しようとしている信号トラックが現在の光ピックアップ７の位置する上にな
いとき、もしくは、数十本以上の信号トラックにまたがって信号を再生しようとするとき
、光ピックアップ７を、トラバースベース３に設けられたガイド部５，５に沿って、外周
方向（矢印Ａ方向）、もしくは、内周方向（矢印Ｂ方向）に移動させる必要がある。
【００３９】
この光ピックアップ７の移動は、送りモータ１１の回転駆動力により光ピックアップ駆動
手段２０を介して行われる。すなわち、送りモータ１１によるモータギヤ１３の回転は、
第１駆動ギヤ２１から第２駆動ギヤ２２へと伝達され、この第２駆動ギヤ２２の回転によ
り受動ラック２４を前後に駆動させることで行える。その際に、送りモータ１１によりモ
ータギヤ１３が時計方向ａに回転すると、光ピックアップ７は外周方向Ａに、また送りモ
ータ１１によりモータギヤ１３が反時計方向ｂに回転すると、光ピックアップ７は内周方
向Ｂに移動する。
【００４０】
なお、図１に示した光ディスク７０からの信号の再生状態においては、ローディング駆動
手段３０側の各駆動ギヤ３１，３２，３３もモータギヤ１３の回転とともに回転はするが
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、前述したように短尺ラック体 が第５駆動ギヤ３３に対して右側へ外れていることか
ら、その駆動力をディスクトレイ２５には伝達していない状態にある。
【００４１】
次に、図２は光ディスク７０の最内周に記録された信号を再生しているときの光ディスク
装置を示したものである。
すなわち、送りモータ１１によりモータギヤ１３が反時計方向ｂに回転し、そして光ピッ
クアップ７が、光ピックアップ駆動手段２０により内周方向Ｂに駆動されて、光ディスク
７０上の信号が記録されている記録位置範囲Ｘの内周端部切り換え位置Ｚまで移動してい
る。このとき、第２駆動ギヤ２２に対しては受動ラック２４の後端部分が噛合されており
、また切り換えラック４６は、部分ギヤ４３に接近されている。
【００４２】
ここに示したように、通常、光ディスク７０はその規格に信号の記録されている信号位置
範囲Ｘが光ディスク７０の中心からの半径で決められている。そして、従来の光ディスク
装置では、この信号位置範囲Ｘの最内周位置に光ピックアップ７の位置検出スイッチを設
け、光ピックアップ７が最内周位置に有ること／最内周位置に移動してきたことを検出し
、それ以上、内周側には光ピックアップ７が移動しないように制御している。
【００４３】
これに対して本発明の光ディスク装置においては、最内周位置を内周端部切り換え位置Ｚ
として、ここに内周検出スイッチ３５を設け、この内周検出スイッチ３５がオフのときに
は、光ピックアップ７が最内周位置に有ること／最内周位置に移動してきたことを検出す
る点は従来の光ディスク装置と同じであるが、内周検出スイッチ３５をオンとしたときに
は、光ピックアップ７が内周検出スイッチ３５を動作させてからもさらに光ピックアップ
７が内周側に移動可能なように構成されている点が、従来の光ディスク装置とは異なる。
【００４４】
図３は、図２に示したような光ピックアップ７が光ディスク７０の最内周位置に移動して
きて、内周検出スイッチ３５を動作させた状態よりも、さらに光ピックアップ７が内周側
に移動したときの光ディスク装置を示したものである。
【００４５】
ここで、図２の状態と図３の状態の違い、および、図２から図３への状態の移行動作につ
いて説明する。
図２の状態から図３の状態への光ピックアップ７の移動は、オンとした内周検出スイッチ
３５が光ピックアップ７により操作された図２の状態から、さらに送りモータ１１により
モータギヤ１３が、今までの回転方向と同じ反時計方向ｂに回転することによって行われ
る。
【００４６】
ここで、光ピックアップ７がさらに内周側に移動することによって、光ピックアップ７側
に取り付けられた切り換えラック４６が、切り換えレバー４２の部分ギヤ４３に係合しな
がら、切り換えレバー４２を時計方向ｃに回転させる。そしてさらに切り換えレバー４２
が、ストップレバー５１を反時計方向ｄに回転させながら、かつ、カム体４９を介してカ
ムラック体４７を左側に移動（スライド）ｅさせる。
【００４７】
その際にカムラック体４７が左側に移動することにより、まず図３に示すように、短尺ラ
ック体５８が第５駆動ギヤ３３に噛合い始め、この状態では、まだ、受動ラック２４は第
２駆動ギヤ２２と噛合い状態を保っている。
【００４８】
図４は、図３に示したような短尺ラック体５８が第５駆動ギヤ３３に噛合い始めた状態か
ら、さらに、第５駆動ギヤ３３による駆動力により、カムラック体４７が左側に移動した
状態を示している。この動作も、送りモータ１１によりモータギヤ１３が、光ピックアッ
プ７を内周側に送るときの回転方向と同じく、反時計方向ｂに回転することによって行わ
れる。
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【００４９】
このようなカムラック体４７の動作により切り換えレバー４２は、このカムラック体４７
に規制される位置までさらに時計方向ｃに回転し、受動ラック２４と第２駆動ギヤ２２の
噛合いがはずれる位置まで、光ピックアップ７をさらなる内周位置まで引き込む。
【００５０】
また、同じくこのカムラック体４７の動作により、ストップレバー５１は、ストッパーピ
ン５３が傾斜カム面５５から規制面５６へと案内されることで、切り換えレバー４２と完
全に離間する位置まで反時計方向ｄに回転する。
【００５１】
ところで、本光ディスク装置においては、トラバースベース３は上下スライダー６の上下
動により、その後端部を回動中心にして回動するよう構成されており、そして、この上下
スライダー６側のカムピン６３が、カムラック体４７に形成されたカム溝６４に係合して
いる。したがって、カムラック体４７の左右方向の移動動作に応じ、上下スライダー６は
上下方向の移動動作を行う。つまり、カムラック体４７の左右動作により、トラバースベ
ース３はその後端部を回動中心にして回動する。
【００５２】
すなわち本光ディスク装置においては、図３に示したようにカムラック体４７が右側にあ
るときには、図７、図９に示すように、カムピン６３がカム溝６４の上位部分に係合して
おり、以て上下スライダー６は上方にある。また、図４に示したようにカムラック体４７
が左側にあるときには、図８、図１０に示すように、カムピン６３がカム溝６４の下位部
分に係合しており、以て上下スライダー６は下方にある。
【００５３】
そして、図７に示した上下スライダー６が上方にある状態では、ターンテーブル８やクラ
ンパー１４により光ディスク７０がほぼ水平な状態でクランプできるよう構成されており
、また、図８に示した上下スライダー６が下方にある状態では、ターンテーブル８が傾き
ながら下方に移動しており、装置外部から光ディスク７０を装着するとき、装置内部から
光ディスク７０を排出するときに、光ディスク７０がターンテーブル８の上部を通過でき
るよう構成されている。
【００５４】
つまり、これらの構成により、図３に示したカムラック体４７が右側にある状態から、ロ
ーディング駆動手段３０の第５駆動ギヤ３３の回転ｇによって、図４に示した位置までカ
ムラック体４７を左側に移動ｅさせることにより、光ピックアップ７の内周方向への更な
る引き込みと、ストップレバー５１の解除と、ターンテーブル８による光ディスク７０の
クランプの解除が行える。
【００５５】
図５は、同じく送りモータ１１によりモータギヤ１３が反時計方向ｂに回転し、第５駆動
ギヤ３３の回転ｇによって、図４に示した状態よりさらにカムラック体４７が左側に移動
ｅした状態を示している。また図５には、図１～図４に図示していないディスクトレイ２
５を破線で示してある。
【００５６】
ここで、図５に示すように、カムラック体４７が第５駆動ギヤ３３により、図４に示した
位置よりさらに左側に移動すると、カムラック体４７上の突起軸５９がカム溝２７の左右
溝部２７ａに沿って左側に移動し、４５度の傾斜溝部２７ｂに到達する。そして、この傾
斜溝部２７ｂの左側の壁を突起軸５９が押すことにより、ディスクトレイ２５が装置本体
１に対して前方に移動ｆする。このとき、ディスクトレイ２５に設けたトレイラック２６
が同時に前方に移動して、第５駆動ギヤ３３に噛み合う。
【００５７】
なお、この図５に示したカムラック１３が左側に移動した状態では、図８、図１１に示す
ように、上下スライダー６が下方にあって、ターンテーブル８、つまりトラバースベース
３が回動し前方を下に傾いており、第５駆動ギヤ３３も水平状態から傾いている。しかし
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、第５駆動ギヤ３３と噛み合うトレイラック２６のラック歯は、トラバースベース３の回
動角度とほぼ同じ角度の歯筋角度を有するよう傾斜した歯に構成してあることから、これ
ら第５駆動ギヤ３３とトレイラック２６との噛合は正しく行われる。
【００５８】
図６は、第５駆動ギヤ３３がトレイラック２６と噛み合いながらさらに回転し、ディスク
トレイ２５を装置外に排出したときの状態を示している。このときカムラック体４７は、
その突起軸５９がカム溝２７の前後溝部２７ｃに位置されており、そして短尺ラック体５
８と第５駆動ギヤ３３の噛合は外れている。
【００５９】
以上のように本発明の実施の形態１によれば、信号の再生状態にある光ピックアップ７を
、送りモータ１１により光ディスク７０上の信号の内周端部切り換え位置Ｚに移動させた
のち、さらに回転方向をかえることなく同モータ１１をまわしつづけることにより、自動
的にターンテーブル８による光ディスク７０のクランプの解除、装置外への光ディスク７
０の排出を行うことができ、従来の光ディスク装置において必要とされていたディスクロ
ーディング用のモータを廃止することができる。そして、装置内で使用するモータの数を
減らすことにより、より安価な光ディスク装置を提供することが可能になる。
【００６０】
なお、上記実施の形態１の説明においては、再生状態から光ディスク７０のクランプ解除
、光ディスク７０の排出の動作について記述したが、送りモータ１１の回転を反対方向、
すなわち時計方向ａにすることにより、装置内への光ディスク７０の搬入、光ディスク７
０のクランプ、そして再生状態への移行も可能である。
【００６１】
また、光ピックアップ７を、送りモータ１１により光ディスク７０上の信号の最内周位置
に移動させ、内周検出スイッチ３５により光ピックアップ７の位置を検出したのち、送り
モータ１１の回転方向を変えたり、回転を停止させることにより、装置外へ光ディスク７
０を排出すること無く、同光ディスク７０の信号の連続した再生／記録が可能である。
【００６２】
また、本実施の形態１を取ることにより、従来の光ディスク装置で必要としていた、光デ
ィスクが装置内に搬入されたことを検出する検出スイッチや光ディスクのクランプ動作を
検出する検出スイッチがなくても、内周検出スイッチ３５により上記状態の検出が可能に
なるため、検出スイッチの数を減らす事ができ、より安価な光ディスク装置を提供する事
が可能になる。
【００６３】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、送りモータにより、光ピックアップを信号の再生のために
移動できるとともに、光ディスク上の信号の内周端切り換え位置に移動させたのち、さら
に送りモータを同方向にまわしつづけることにより、自動的にターンテーブルによる光デ
ィスクのクランプの解除、装置外への光ディスクの排出を行うことができ、従来の光ディ
スク装置において必要とされていた光ディスクローディング用のモータを廃止することが
でき、以て、装置内で使用するモータの数を減らすことにより、より安価な光ディスク装
置を提供することが可能になる。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１を示し、光ディスクから信号を再生しているときの光ディ
スク装置の平面図である。
【図２】本発明の実施の形態１を示し、光ディスクの最内周に記録された信号を再生して
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しかも昇降手段によりトラバースベースを上昇させた状
態では、ターンテーブルなどにより光ディスクをほぼ水平な状態でクランプでき、また送
りモータの駆動力により動力伝達手段を介して昇降手段を作動させ、トラバースベースを
下降させた状態では、ターンテーブルが傾きながら下方に移動させて光ディスクのクラン
プの解除を行うことができ、装置外部から光ディスクを装着するとき、装置内部から光デ
ィスクを排出するときに、光ディスクをターンテーブルの上部で通過できることになる。



いるときの光ディスク装置の平面図である。
【図３】本発明の実施の形態１を示し、さらに光ピックアップが内周側に移動したときの
光ディスク装置の平面図である。
【図４】本発明の実施の形態１を示し、さらにカムラックが左側に移動したときの光ディ
スク装置の平面図である。
【図５】本発明の実施の形態１を示し、さらにカムラックが左側に移動し、ローディング
駆動ギヤとトレイラックがかみ合い始めたときの光ディスク装置の平面図である。
【図６】本発明の実施の形態１を示し、ディスクトレイを装置外に排出したときの光ディ
スク装置の平面図である。
【図７】本発明の実施の形態１を示し、上下スライダーが上方にあるときの光ディスク装
置の側面図である。
【図８】本発明の実施の形態１を示し、上下スライダーが下方にあるときの光ディスク装
置の側面図である。
【図９】本発明の実施の形態１を示し、上下スライダーが上方にあるときの光ディスク装
置におけるカムラック体部分の背面図である。
【図１０】本発明の実施の形態１を示し、上下スライダーが下方にあるときの光ディスク
装置におけるカムラック体部分の背面図である。
【図１１】本発明の実施の形態１を示し、上下スライダーが下方にあるときの光ディスク
装置におけるトレイラック部分の側面図である。
【図１２】本発明の実施の形態１を示し、光ディスク装置のタイミング図である。
【符号の説明】
１　　装置本体（メカベース）
２　　フローティングゴム
３　　トラバースベース
６　　上下スライダー
７　　光ピックアップ
８　　ターンテーブル
９　　スピンドルモータ
１１　　送りモータ
１３　　モータギヤ
１４　　クランパー
２０　　光ピックアップ駆動手段
２２　　第２駆動ギヤ
２３　　光ピックアップ送りラック体
２４　　受動ラック
２５　　ディスクトレイ（ローディング手段）
２６　　トレイラック
２７　　カム溝
３０　　ローディング駆動手段
３３　　第５駆動ギヤ
３５　　内周検出スイッチ
４０　　動力伝達切り換え手段
４２　　切り換えレバー
４３　　部分ギヤ
４６　　切り換えラック
４７　　カムラック体
５１　　ストツプレバー
５８　　短尺ラック体
５９　　突起軸
６０　　昇降手段
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６３　　カムピン
６４　　カム溝
６６　　動力伝達手段
７０　　光ディスク
Ｘ　　信号位置範囲
Ｙ　　延長部切り換え位置
Ｚ　　内周端部切り換え位置
Ａ　　外周方向
Ｂ　　内周方向
ａ　　モータギヤ１３の時計方向回転
ｂ　　モータギヤ１３の反時計方向回転
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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